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第５章 計画の推進体制 

１ 推進体制の整備 
 

   地域社会全体で「男女共同参画社会」を総合的かつ効果的に推進していくためには、

市民や企業、関係団体の理解や協力、参画がなければ実現できないため、市ホームペ

ージや広報などを活用し、計画についての理解促進を図っていきます。 

   また、計画の進捗状況については、学識経験者や男女共同参画関連団体関係者、市

民の代表で構成された本市の審議会「石狩市男女共同参画推進委員会」と、市長を会

長とした行政職員で構成された「石狩市男女共同参画行政推進会議」で評価検証を行

い、その結果を市ホームページなどにより公表することで情報共有を図り、地域と行

政が一体となった連携のもと計画を推進していきます。 

 

 

２ PDCAサイクル 

 

本計画を効果的かつ効率的に推進していくため、PDCAサイクルにより施策事業の評

価検証を行い、必要に応じて見直しを行います。 

＜PDCAサイクルイメージ＞ 
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３ 成果指標 
 

   本計画の達成状況を把握するため、次のとおり成果指標を設定します。 

 

 項    目 
実績値 目標値 

H27 H32 

Ⅰ 

重点施策 

「男女共同参画社会」という用語の周知度 

 

55.6% 100% 

Ⅱ-1 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

市の審議会等委員に占める女性の割合 

 

36.9% 40% 

Ⅱ-2 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

市役所の管理・監督職（主査職以上）に占める女性の割合 

 

14.1% 20% 

Ⅱ-3 

重点施策 

「ワーク・ライフ・バランス」という用語の周知度 

 

50.4% 100% 

Ⅲ 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

DVにあたる行為を認識している市民の割合 

 

※60.6% 100% 

※は平成 26年度実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


